
羽咋市営住宅等指定管理者選定

【事業概要】

1

羽 咋 市



種 類 住宅名 戸 数 構造階数 間取り 建設年度

市営住宅

（低額所得者向け）
（被災者向け）

はまなす団地 24戸
RC造
4階建て

3DK
1976年新築
（築49年）

復興公営住宅 70戸
鉄骨造
3階建て

1DK/2DK
3DK

2026年新築

小計 94戸

定住促進住宅

（一般向け）

御坊山定住
促進住宅

80戸
RC造
4階建て

２K
1968年新築
（築57年）

島出定住
促進住宅

60戸
RC造
5階建て

3DK
1986年新築
（築39年）

小計 140戸

セーフティネット
の役割（公営住宅
法に基づく住宅）

低額の賃貸住宅

2計234戸

対象住宅の概要（計：４団地、２３４戸）



・はまなす団地

はまなす団地
昭和５１年建て
羽咋市千里浜町タ１番地２８
４階建て ２４戸

３ＤＫ：２４戸

対象住宅について（市営住宅）



・復興公営住宅

建設地

復興公営住宅
令和８年建て
羽咋市鶴多町鶴多田４０番地１
３階建て ７０戸

１ＤＫ：３２戸
２ＤＫ：２９戸
３ＤＫ： ９戸

対象住宅について（市営住宅）



対象住宅について（定住促進住宅）

・御坊山定住促進住宅

御坊山定住促進住宅
昭和４３年建て
羽咋市御坊山町１２番地１
４階建て
１号棟：４０戸（２Ｋ：４０戸）
２号棟：４０戸（２Ｋ：４０戸）

計：８０戸（２Ｋ：８０戸）



対象住宅について（定住促進住宅）

・島出定住促進住宅

島出定住促進住宅
昭和６１年建て
羽咋市島出町上２番地３５
５階建て
１号棟：３０戸（３ＤＫ：３０戸）
２号棟：３０戸（３ＤＫ：３０戸）

計：６０戸（３ＤＫ：６０戸）



R8年

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

協定締結
事務引継ぎ
入居者説明会

事業全体スケジュールについて

公募

指定管理開始

4/３０
選定委員会

指定管理者の指定
（6月議会の議決）

3/4 
公募開始

復興公営住宅 工事
復興公営住宅
入居開始

10/1(予定)



5週間

公募から入居開始までの流れ
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業務の内容

No 主な業務 業務内容

１

募集、入居及び退去に
関する業務

入居者募集、募集の広報、入居相談、入居申込書の受
付・資格審査 等

２

家賃、敷金及び駐車場
使用料の収納に関する
業務

口座振替等の指導、関係書類の送付、現金持参によ
る収納、滞納者、連帯保証人への督促 等

３

入居者からの問合せ及
び相談に関する業務

入居者からの各種相談、苦情、要望に関して、真摯に
対応し、円滑かつ迅速な処理に努める。

４

各種申請及び届出の
受付に関する業務

各種申請及び届出を受付し、羽咋市に送付。
羽咋市からの通知書等を入居者へ送付。 等

５

住宅等の維持管理、修
繕及び保守点検に関
する業務

各住宅に生じた汚損、破損等の修繕。
各住宅設備の保守点検。 等



応募者の資格

参加資格要件

・石川県内に主たる事務所を置くものであること。

・地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。

・羽咋市から指名停止措置を受けていないこと。

・法人税、消費税、地方消費税又は法人市民税等を滞納していないこと。

・会社更生法、民事再生法等に基づく再生又は再生手続をとっていないこと。

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に掲げる暴力団及び
それらの利益となる活動を行うものでないこと。

・グループを構成して応募する場合は、代表者を定めること。なお、この場合におい
て、グループの代表者は、県内に主たる事務所を置くもので なければならない。

・グループの構成団体は、他のグループの構成団体となること及び単独で応募するこ
とができない。



選定委員会の委員構成について

肩書 氏名 所属組織 専門分野など

①
大学
教授

西野 辰哉
金沢大学
理工研究域
地球社会基盤学系

公共施設マネジメント,
高齢者の居住環境,
施設計画,
都市計画,建築計画

②
公認
会計士

米田 満 米田会計事務所
公認会計士
（監査、会計）

③ 市 前田 剛克 羽咋市 産業建設部長

④ 市 政氏 祥代 羽咋市 市民福祉部 参事



【一次審査】 申請者の応募資格の適格審査
（事務局による審査）

【二次審査】 選定委員会による審査
（プレゼンテーション・ヒアリングの実施）

審
査

合
格

候補者選定の流れについて

指定候補者及び次点候補者の選定



評価区分 採点基準（点）

Ａ 非常に優れている 配点×１．００

B 優れている 配点×0.75

C やや優れている 配点×0.50

D 特に優れた点は見受けられない 配点×0.25

E 記載なし 配点×0.00

【A:定性的評価】 配点

① 管理運営の基本方針 10

② 入居者に対するサービス【入居者募集・入居者管理】 25

③ 維持修繕・保守管理【施設管理】 15

④ 管理運営体制 25

⑤ コスト縮減の考え方、その他 5

小 計 80

[評価区分（5段階）]

評価項目

【B:定量的評価】 配点

指定管理料 20

【A:定性的評価】＋【B:定量的評価】 100

※指定候補者及び次点候補者は、評価点を基に評価点６０点以上の申請者のうち上位から順に選定する。
また、申請者が１者の場合であっても評価点６０点以上であれば指定候補者を選定する。



【B:定量的評価】指定管理料（審査対象部分）

審査対象外
（精算するため）

審査対象



【B:定量的評価】指定管理料（審査対象部分

【審査対象となる指定管理料】
令和８年度から令和１２年度の合計（維持修繕費は除く）

【評価方法】

・「指定管理料」が最も低いものを１位（20点）とする。

・２位以下の配点は、１位となった最低価格との比率（C／D）を考慮し、
下記計算式により算出する。
（小数点以下第１位までを有効とし、小数点以下第２位を四捨五入する）

【計算式】
A＝B－B（1－（C／D））×４

A：指定管理料に対する得点（点）
B：配点（１位の指定管理料への配点＝20点）
C：１位の指定管理料（最低価格）（円）
D：２位以下となる指定管理料（円）



指定管理料（限度額）

R8年度（10月～3月）
（半年間）

R9年度～R12年度
（4年間）

指定管理料
（限度額）

①＋②

13,000千円／年 24,000千円／年

内、維持修繕費
【審査対象外】

①

2,900千円／年 5,400千円／年

内、維持修繕費
以外の金額
【審査対象】

②

10,100千円／年 18,600千円／年

※維持修繕費は毎年度終了後に精算を行う。このため、指定管理料に関す
る審査は、維持管理料を除いた指定管理で評価する。


